
（２）把握している場合，平
成３１年３月までは援助対
象だったが，平成３１年４
月以降は援助対象外と
なった者の人数

①用いる
②用いていな
い

①反映させる ②反映させない 年 月 ①生活保護基準
見直しの影響が
生じる可能性が
あるため，対応し
ている

②生活保護基準
見直しの影響が
生じないと想定さ
れるため，対応
予定なし

③生活保護基準
見直しの影響が
生じると想定され
るが，対応予定
なし

①見直し後の生活
保護基準（平成３０
年１０月の新基準）
に基づく準要保護
の認定基準で非認
定となった者は，改
めて，見直し前の
生活保護基準（平
成３０年９月以前の
基準）に基づく準要
保護の認定基準に
より再認定

②生活保護基準
に掛ける係数を，
従来より高い倍
率に引き上げて
認定（生活保護
基準の１．２倍
だったものを１．３
倍に引き上げる
など）

③「生活保護基
準を参照して判
定する準要保護
の基準（注１）」以
外の認定基準を
新設したり，運用
の見直しを行って
認定

④認定基準とは
別に，教育委員
会や学校で，当
該世帯の状況を
個別に判断して
認定

⑤その他 ①就学援助
以外に，義務
教育段階に
おける経済的
負担を軽減す
る事業等を実
施しているた
め　　　　（→
２．（５）へ）

②従来より，近
隣他市区町村
より高い係数を
設定しており，
準要保護の認
定基準が引き
下がったとして
も近隣他市区
町村より援助
対象範囲が広
いため

③その他

①把握してい
る

②把握してい
ない

人

→Ⅱへ
→Ⅲ自由記述
へ
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千葉県 千葉市 ○ ○ 平成24 12

現時点で来年度（令和2年度）以降、改定後の生活保護基準額を基準に反映させ
るかは方針決定していません。今後、他政令市の状況を注視しながら方針を決
定します。

千葉県 銚子市 ○

千葉県 市川市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 船橋市 ○ ○ 平成25 8

千葉県 館山市 ○ 〇 ○ ○

千葉県 木更津市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 松戸市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 野田市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 茂原市 ○ ○ 平成24 4

千葉県 成田市 ○ ○ 平成20 10

千葉県 佐倉市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 東金市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 旭市 ○ ○ ○

千葉県 習志野市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 柏市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 勝浦市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 市原市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 流山市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 八千代市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 我孫子市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 鴨川市 ○

千葉県 鎌ケ谷市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 君津市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 富津市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 浦安市 ○ ○ 平成25 4

千葉県 四街道市 ○

千葉県 袖ケ浦市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 八街市 ○ ○ ○

千葉県 印西市 ○ ○ ○
基準について、第一類及び第二類は、見直し前より設定されている基準額①の
数字を使用する。

千葉県 白井市 ○

千葉県 富里市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 南房総市 ○ ○ ○

千葉県 匝瑳市 ○ ○ 平成30 4

千葉県 香取市 ○
香取市では、就学援助の判定に改正前（平成２５年）の生活保護基準を用いて審
査している為、影響はありません。

千葉県 山武市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 いすみ市 ○ ○ 平成24 12

千葉県 大網白里市 ○ ○ 〇

千葉県 酒々井町 ○

千葉県 栄町 ○ ○ 平成30 4

千葉県 神崎町 ○ ○ 平成24 4

千葉県 多古町 ○ ○ 平成24 12

千葉県 東庄町 ○ ○ ○

千葉県 九十九里町 ○ ○ 平成24 4

千葉県 芝山町 ○

千葉県 横芝光町 ○

千葉県 一宮町 ○

千葉県 睦沢町 ○ ○ 平成30 4

千葉県 長生村 ○

千葉県 白子町 ○

千葉県 長柄町 ○ ○ 平成25 3

千葉県 長南町 ○ ○ 平成30 4

千葉県 大多喜町 ○ ○ ○

千葉県 御宿町 ○

千葉県 鋸南町 ○

千葉県
布施学校組
合 ○

Ⅱ　平成３１（令和元）年度（４月以降）の対応について

１．準要保護の認定基準への反映について

（１）平成３０年１０月の見直し後の生
活保護基準を，平成３１年４月以降，
来年度の貴市区町村の準要保護の
認定基準として認定基準に反映させ
ますか。

（２）参照してい
る生活保護基
準

　貴市区町村では，平成３１（令
和元）年４月時点において，準
要保護の認定にあたって，生活
保護基準を参照して判定する基
準を用いることとしていますか。

Ⅱ　平成３１（令和元）年度（４月以降）の対応について

Ⅲ　自由記述欄（３）　②把握していない理由

（１）どの程度の影響が生じ
る可能性があるか

３．生活保護基準見直しの影響を受ける人数につい
て

Ⅱ　平成３１（令和元）年度（４月以降）の対応について

２．生活保護基準見直しの影響への対応予定

（１）　平成３１年４月以降，生活保護基準見直しによ
り，従前の基準であれば要保護・準要保護として認定
される保護者の認定結果に変動がある場合，生活保
護基準見直しの影響に対して，何らかの対応を行って
いますか。

（２）予定する対応内容（複数回答可）
（４）③影響あり対応なしの理由（複数回答
可）

（５）（４）①③の内容（３）⑤その他の内容

Ⅰ　準要保護の認定について

市区町村名都道府県


